
大分県地域枠医師キャリア形成プログラムの一部改正について 

 

【改正事項】 

 

 ○「特定診療科コース」の追加 

 

 

 

見直し内容 

・特定診療科コースは、指定した診療科について、専門研修期間を４年間

とし、専門研修後の卒後８、９年目に地域勤務（県が配置医療機関を指

定）を行う専門的なコースであり、当該診療科を専攻した医師のうち希

望者が選択できる 

 ・特定診療科として指定する分野は、小児科・産婦人科・救急科・整形外科  

 ・小児科、産婦人科、救急科、整形外科を専攻する地域枠医師が対象 

 ・改正時期は、令和６年４月１日（対象は卒後３年目以降の医師） 

 

 （特定診療科コースの勤務パターン） 

 

 

 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

地域勤務
(入局保留)

臨床研修（2年間）
　専門研修（4年間） 地域勤務（2年間）

※研修先が地域の連携施設であっても地域勤務にカウントしない ※県が指定する医療機関
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新 旧

（令和６年４月１日　一部改正） （追加）

１　（略） １　（略）

２　対象者
　地域枠医師及びプログラムの適用を希望する医師（医科「地域枠医師等」とい
う。）とします。
　なお、プログラムの適用を希望する医師については、地域枠医師に準じて取り
扱うものとします。

２　対象者
　地域枠医師及びプログラムの適用を希望する医師（医科「地域枠医師等」とい
う。）
　なお、プログラムの適用を希望する医師については、地域枠医師に準じて取り
扱うものとします。

３　対象期間
　
　卒業後、医師修学資金の返還債務の免除のため知事が指定する医療機関で
従事する期間（以下「勤務義務期間」という。）とします。
　通常は、臨床研修２年、専門研修３年、地域勤務４年の計９年間となります。
　 特定診療科（小児科・産婦人科・救急科・整形外科）を希望する地域枠医師
は、専門研修４年（卒後４～７年目）、地域勤務３年（卒後３、８、９年目）の「特定
診療科コース」を選択可能とします。（※Ｒ6.4.1から適用）

【標準的な勤務パターン（地域医療コース）】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※卒後３年目の入局保留はR4.4.1から適用

　

（特定診療科コースの勤務パターン）

３　対象期間

　卒業後、医師修学資金の返還債務の免除のため知事が指定する医療機関で
従事する期間（以下「勤務義務期間」という。）
　通常、臨床研修２年、専門研修３年、地域勤務４年の計９年間となります。

（標準的な勤務パターン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※卒後３年目の入局保留はR4.4.1から適用

（追加）

大分県地域枠医師キャリア形成プログラム　新旧対照表
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新 旧

大分県地域枠医師キャリア形成プログラム　新旧対照表

４　内容

（略）

・地域医療コースでは、専門研修プログラムの期間が３年を超える診療科の場
合、原則、３年を超える分の専門研修は勤務義務期間外として行うこととなります
が、専門研修を地域の連携施設で行う場合は地域勤務にカウントできるため勤
務義務期間内に専門医を取得できる場合があります。（詳細は地域医療支援セ
ンター又は大分県医療政策課にお問い合わせください。）

（略）

４　内容

（略）

・専門研修プログラムの期間が３年を超える診療科の場合、原則、３年を超える
分の専門研修は勤務義務期間外として行うこととなりますが、専門研修を地域の
連携施設で行う場合は地域勤務にカウントできるため勤務義務期間内に専門医
を取得できる場合があります。（詳細は地域医療支援センター又は大分県医療
政策課にお問い合わせください。）

（略）

５～７　（略） ５～７　（略）

８　プログラムの変更
　プログラムを変更したい場合は、書面により変更内容及び理由を地域医療支
援センターに申し出るものとします。
　ただし、標準的な勤務パターン（地域医療コース）から特定診療科コースへの変
更期限は、卒後３年目のプログラム登録締切りまでとします（特定診療科コース
から地域医療コースへの変更も同様。）。それ以降の変更は、原則認めないこと
とします。

８　プログラムの変更
　プログラムを変更したい場合は、書面により変更内容及び理由を地域医療支
援センターに申し出るものとします。
　（追加）

９～１０　（略） ９～１０　（略）
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新 旧

大分県地域枠医師キャリア形成プログラム　新旧対照表
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新 旧

大分県地域枠医師キャリア形成プログラム　新旧対照表
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新 旧

大分県地域枠医師キャリア形成プログラム　新旧対照表

別紙２

氏　　　名 卒業年月 年　　　　　　月

年

１・２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

（Ｒ　　・　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　）

　専門研修、
　地域勤務
　の予定

①　専門研修で、大分市、別府市以外の地域（以下「地域」という。）の連携施設での研修を希望する場合は、具体的な市町村名又は医療圏名を記載

（具体的に決まっていない場合は、単に「地域」のみを記載）　

②　専門研修を地域の連携施設で行う場合、その期間を地域勤務にカウントすることが可能

③　地域勤務は、希望する市町村名又は医療圏名があれば記載してください。

卒後年数

（令和○年度）
備考

講座の長又は医局長の確認 印

専攻する専門研修
プログラムの期間

専攻する診療科名
（医局名）

キャリア形成プログラム

（注）

初期臨床研修 【地域勤務】

（希望勤務地又は

希望病院名）

別紙２

氏　　　名 ○○　　○○ 卒業年月 2019 年　　　　3月

△△内科 3 年

【記載例】

１・２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

（　Ｒ３・４　） （Ｒ５） （Ｒ６） （Ｒ７） （Ｒ８） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１）

研修、地域勤務
の予定

大学院進学等
の希望があれ
ば記載

①　専門研修で、大分市、別府市以外の地域（以下「地域」という。）の連携施設での研修を希望する場合は、具体的な市町村名又は医療圏名を記載

（具体的に決まっていない場合は、単に「地域」のみを記載）　

②　専門研修を地域の連携施設で行う場合、その期間を地域勤務にカウントすることが可能

③　地域勤務は、希望する市町村名又は医療圏名があれば記載してください。

卒後年数
（令和○年度）

備考

専攻する専門研修
プログラムの期間

専攻する診療科名
（医局名）

【専門研修を「地域」で行うメリット】

①地域での専門研修の期間を地域勤務にカウントできるため、その年数分を

サブスペ研修等に充てることが可能

②内科の場合、地域の病院は診療科間の垣根が低いことが多く、症例が特定

の専門分野に偏ることなく、バランスよく症例を集めやすい。

キャリア形成プログラム

専門研修

サブスペ研修（大学病院等）

地域勤務（●●市）

（希望勤務地又は

希望病院名）

○○○病院

（地域：○○市）

初期臨床研修

専門医

取得

（注）

【地域勤務】
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新 旧

大分県地域枠医師キャリア形成プログラム　新旧対照表

※義務期間11年の場合 別紙２

氏　　　名 卒業年月 年　　　　月

年

１・２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目 １１年目

（Ｒ　　・　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　）

専門研修、
地域勤務の
予定

①　専門研修で、大分市、別府市以外の地域（以下「地域」という。）の連携施設での研修を希望する場合は、具体的な市町村名又は医療圏名を記載

（具体的に決まっていない場合は、単に「地域」のみを記載）　

②　専門研修を地域の連携施設で行う場合、その期間を地域勤務にカウントすることが可能

③　地域勤務は、希望する市町村名又は医療圏名があれば記載してください。

専攻する診療科名
（医局名）

専攻する専門研修
プログラムの期間

卒後年数

（令和○年度）

備考

講座の長又は医局長の確認 印

キャリア形成プログラム

（注）

初期臨床研修 【地域勤務】

（希望勤務地又は

希望病院名）
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大分県福祉保健部医療政策課

地域枠における診療科指定について

１ 現状と課題

○地域枠医師のキャリア形成プログラムに、新たに地域で専門性を発揮するための『特定診療科コース』を設ける
○特定診療科コースは、指定した診療科について、現行は３年間の専門研修期間を４年間とし、専門研修後の卒後８、９年目
に地域勤務（県が配置医療機関を指定）を行う専門的なコースであり、当該診療科を専攻した医師のうち希望者が選択できる
○特定診療科として指定する分野は、政策的に養成が必要であるものや地域で不足している診療科とし、小児科・産婦人科・
救急科・整形外科とする（今後は、地域の実情に応じて適宜見直しを検討 ）
○運用開始は令和６年４月から（対象は卒後３年目以降）

○地域枠医師の増加により地域偏在は改善傾向
○一方で、研修資金貸与等により産科・小児科等特定の診療科の確保を図ってきたが、診療科偏在の解消は難航
○地域の医療機関において必要な診療科の医師の確保が課題

地域枠制度を活用した診療科偏在対策が必要

２ 見直し内容

【地域医療コース】※従来型の標準的な勤務パターン

【特定診療科コース】※新規

※特定診療科を専攻する医師は、原則、臨床研修２年目（１月キャリア形成プログラム策定時）に
「地域医療コース （従来型） 」と「特定診療科コース （新規） 」のいずれかを選択

区分

年数 1 2 3 4 5 6 9

大学で６年間
貸与を受けた場合

［勤務先］

初期臨床研修
（２年）

［大分大学医学部
附属病院］

地域勤務
（１年）

［指定医療機関］
（入局保留）

専門研修（３年）
［大学病院等］

地域勤務（３年）
［指定医療機関］

貸与期間 勤務義務期間

1 2 3 4 5 6 7 8

区分

年数 1 2 3 4 5 6 9

大学で６年間
貸与を受けた場合

［勤務先］

初期臨床研修
（２年）

［大分大学医学部
附属病院］

地域勤務
（１年）

［指定医療機関］
（入局保留）

専門研修（４年）
［大学病院等］

※地域の連携施設であっても
地域勤務にカウントしない

地域勤務（２年）
［指定医療機関］

※県の指定

貸与期間 勤務義務期間

1 2 3 4 5 6 7 8

■キャリア形成プログラムの変更■
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３
年
目

４
年
目

５
年
目

６
年
目

７
年
目

８
年
目

９
年
目

地
域
勤
務

(入
局
保
留
)

臨
床
研
修
（
2
年
間
）

　
専
門
研
修
（
4
年
間
）

地
域
勤
務
（
2
年
間
）

※
研
修
先
が
地
域
の
連
携
施
設
で
あ
っ
て
も
地
域
勤
務
に
カ
ウ
ン
ト
し
な
い

※
県
が
指
定
す
る
医
療
機
関

1

9



勤
務

す
る

も
の

と
し

ま
す

。
（

※
R
4
.
4
.
1
か

ら
適

用
）

 

 
 

・
上

記
の

卒
業

後
３

年
目

に
つ

い
て

は
、

専
門

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

取
得

を
可

能
と

し
、

４
年

目

以
降

に
つ

い
て

も
勤

務
義

務
期

間
中

は
い

つ
取

得
し

て
も

構
わ

な
い

も
の

と
し

ま
す

。
 

 
 

・
専

門
研

修
を

地
域

勤
務

指
定

医
療

機
関

（
以

下
「

地
域

の
連

携
施

設
」

と
い

う
。

）
で

行
う

場

合
は

、
地

域
勤

務
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

・
地

域
医

療
コ

ー
ス

で
は

、
専

門
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
期

間
が

３
年

を
超

え
る

診
療

科
の

場
合

、

原
則

、
３

年
を

超
え

る
分

の
専

門
研

修
は

勤
務

義
務

期
間

外
と

し
て

行
う

こ
と

と
な

り
ま

す

が
、

専
門

研
修

を
地

域
の

連
携

施
設

で
行

う
場

合
は

地
域

勤
務

に
カ

ウ
ン

ト
で

き
る

た
め

勤
務

義
務

期
間

内
に

専
門

医
を

取
得

で
き

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
（

詳
細

は
地

域
医

療
支

援
セ

ン
タ

ー
又

は
大

分
県

医
療

政
策

課
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
）

 

 
 

・
学

位
取

得
や

留
学

に
つ

い
て

は
、

そ
の

内
容

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

取
得

可
能

で
す

が
、

原
則

と
し

て
勤

務
義

務
期

間
に

カ
ウ

ン
ト

さ
れ

ま
せ

ん
。

（
た

だ
し

、
社

会
人

大
学

院
生

で
昼

間
診

療
に

従
事

す
る

場
合

は
カ

ウ
ン

ト
さ

れ
ま

す
。

詳
細

は
地

域
医

療
支

援
セ

ン
タ

ー
又

は
大

分
県

医
療

政
策

課
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
）

 

 ５
 

策
定

時
期

 
 

 

 
 

卒
業

後
２

年
目

（
初

期
臨

床
研

修
２

年
目

）
の

１
２

月
頃

 

た
だ

し
、

標
準

的
な

勤
務

パ
タ

ー
ン

（
地

域
医

療
コ

ー
ス

）
か

ら
特

定
診

療
科

コ
ー

ス
へ

の
変

更

期
限

は
、

卒
後

３
年

目
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
登

録
締

切
り

ま
で

と
し

ま
す

（
特

定
診

療
科

コ
ー

ス
か

ら
地

域
医

療
コ

ー
ス

へ
の

変
更

も
同

様
。

）
。

そ
れ

以
降

の
変

更
は

、
原

則
認

め
な

い
こ

と
と

し
ま

す
。

 

 
 

 

６
 

策
定

手
続

き
  

（
※

策
定

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

は
別

紙
３

の
と

お
り

）
 

 
①

 
地

域
枠

医
師

等
は

、
希

望
す

る
診

療
科

や
別

紙
１

の
モ

デ
ル

コ
ー

ス
を

参
考

に
、

勤
務

義
務

期

間
終

了
ま

で
の

大
ま

か
な

就
業

先
や

研
修

先
及

び
そ

の
時

期
に

つ
い

て
別

紙
２

を
記

載
す

る
。

こ

の
場

合
、

３
年

目
は

地
域

勤
務

と
す

る
こ

と
。

 

 
②

 
入

局
を

希
望

す
る

場
合

は
、

別
紙

２
の

内
容

（
特

に
４

年
目

以
降

の
期

間
）

に
つ

い
て

、
入

局

を
予

定
す

る
医

局
の

教
授

や
医

局
長

等
と

あ
ら

か
じ

め
相

談
・

確
認

し
た

上
で

、
地

域
医

療
支

援

セ
ン

タ
ー

に
別

紙
２

を
提

出
す

る
。

 

 
③

 
県

及
び

地
域

医
療

支
援

セ
ン

タ
ー

は
、

提
出

さ
れ

た
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
踏

ま
え

て
対

象
者

と
面

談

を
行

い
、

就
業

先
又

は
研

修
先

に
つ

い
て

医
局

や
派

遣
先

と
な

る
医

療
機

関
等

関
係

者
と

調
整

を

行
う

。
 

 
④

 
提

出
さ

れ
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

つ
い

て
、

そ
の

内
容

が
目

的
に

合
致

し
て

い
る

か
大

分
県

地
域

医

療
対

策
協

議
会

に
お

い
て

確
認

を
行

う
。

 

 
⑤

 
上

記
④

に
よ

る
確

認
を

踏
ま

え
、

必
要

に
応

じ
て

調
整

を
行

い
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
確

定
す

る
。

 

 
＜

留
意

事
項

＞
 

 
 

・
卒

業
後

３
年

目
は

、
入

局
が

１
年

間
保

留
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
専

門
研

修
を

円
滑

に
行

う
た

め
、

入
局

を
予

定
し

て
い

る
医

局
と

あ
ら

か
じ

め
連

絡
を

取
り

合
う

こ
と

（
仮

入
局

）
は

で
き

る
も

の
と

し
ま

す
。

 

 
 

・
医

局
に

お
い

て
は

、
地

域
枠

医
師

等
が

専
門

研
修

や
地

域
勤

務
を

円
滑

に
実

施
で

き
る

よ
う

、

専
門

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

連
携

施
設

や
派

遣
先

施
設

の
拡

大
、

並
び

に
指

導
医

の
派

遣
の

充
実

等
に

努
め

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
 

 

2

７
 

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

一
時

中
断

 

 
 

次
の

場
合

に
は

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
一

時
中

断
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
中

断
期

間
は

勤
務

義
務

期

間
に

通
算

さ
れ

な
い

の
で

、
そ

の
分

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

終
了

時
期

が
延

び
る

こ
と

と
な

り
ま

す
。

 

 
 

①
 

大
学

院
の

医
学

を
履

修
す

る
課

程
へ

の
進

学
 

 
 

②
 

休
職

、
停

職
 

 
 

③
 

育
児

休
業

（
た

だ
し

産
前

産
後

休
暇

は
対

象
期

間
に

通
算

さ
れ

ま
す

。
）

 

 
 

④
 

そ
の

他
中

断
が

適
当

と
認

め
ら

れ
る

事
由

（
例

：
災

害
や

疾
病

、
負

傷
等

に
よ

り
や

む
を

得

ず
医

師
の

業
務

に
従

事
で

き
な

い
場

合
等

）
 

 
 

※
上

記
以

外
の

場
合

は
、

自
治

医
科

大
学

修
学

資
金

の
取

扱
い

に
準

じ
ま

す
。

 

 ８
 

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

変
更

 

 
 

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

変
更

し
た

い
場

合
は

、
書

面
に

よ
り

変
更

内
容

及
び

理
由

を
地

域
医

療
支

援
セ

ン

タ
ー

に
申

し
出

る
も

の
と

し
ま

す
。

 
 

 
た

だ
し

、
標

準
的

な
勤

務
パ

タ
ー

ン
（

地
域

医
療

コ
ー

ス
）

か
ら

特
定

診
療

科
コ

ー
ス

へ
の

変
更

期
限

は
、

卒
後

３
年

目
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
登

録
締

切
り

ま
で

と
し

ま
す

（
特

定
診

療
科

コ
ー

ス
か

ら
地

域
医

療
コ

ー
ス

へ
の

変
更

も
同

様
。

）
。

そ
れ

以
降

の
変

更
は

、
原

則
認

め
な

い
こ

と
と

し
ま

す
。

 

 ９
 

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

適
用

解
除

 

 
 

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

適
用

を
続

け
る

こ
と

が
困

難
と

認
め

ら
れ

る
場

合

は
、

途
中

で
解

除
す

る
こ

と
と

し
ま

す
。

こ
の

場
合

、
原

則
と

し
て

大
分

県
医

師
修

学
資

金
貸

与
条

例
及

び
同

施
行

規
則

に
よ

り
貸

与
し

た
医

師
修

学
資

金
を

返
還

す
る

こ
と

と
な

り
ま

す
。

 

 １
０

 
勤

務
義

務
期

間
の

取
扱

い
 

 
 

地
域

枠
医

師
が

育
児

短
時

間
勤

務
等

を
取

得
す

る
場

合
の

勤
務

義
務

期
間

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は

次
の

と
お

り
と

し
ま

す
。

 

休
暇

等
の

種
類

 
内

容
 

取
得
期
間

 
義

務
期
間

 
の

取
扱
い

 

産
前

・
産

後
休
暇

 
 

出
産
予
定
、
出
産
し
た
職
員
に
与
え
ら
れ
る
休

暇
 

 

産
前
：
６
週
間
又
は
８
週
間

 
産
後
：
８
週
間

 
 

義
務

内
（

10
割

）
 

育
児

短
時
間
勤

務
 

 

育
児

短
時

間
勤
務

 
 

子
を
養
育
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
る
短
時
間

勤
務

 
[ 勤

務
形
態

 ] 
①
１
日
３
時
間
５
５
分
（
週
１
９
時
間
３
５
分
）

 
②
１
日
４
時
間
５
５
分
（
週
２
４
時
間
３
５
分
）

 
③
週
３
日
（
週
２
３
時
間
１
５
分
）

 
④
週
２
日
半
（
週
１
９
時
間
２
５
分
）

 

子
が
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で

 

育
児
短
時
間
勤
務
が
通
算

５
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
実
際

に
勤
務
し
た
時
間
数
に
応

じ
て
義
務
期
間
を
算
定
（
Ｑ

＆
Ａ
参
照
）

 

育
児

時
間

 
（

部
分

休
業

）
 

子
を
養
育
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
る
時
間

 
（
１
日
２
時
間
以
内
・

30
分
単
位
）

 
子
が
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で

 
義
務
内
（

10
割
）

 

短
時

間
勤

務
 

就
業
し
な
が
ら
子
を
養
育
す
る
こ
と
を

容
易
に
す
る
た
め
の
時
間
（
１
日
６
時
間

勤
務
）

 
３
歳
に
満
た
な
い
子

 
義
務
内
（

10
割
）

 

3

10



 
※
育
児
に
伴
う
短
時
間
勤
務
制
度
や
休
暇
制
度
は
、
実
際
に
勤
務
す
る
病
院
・
診
療
所
の
規
定
に
よ
り
ま
す
。
 

   
【

育
児

短
時

間
勤

務
に

係
る

勤
務

義
務

期
間

の
取

扱
い

 
Ｑ

＆
Ａ

 
】

 

 Ｑ
１

 
育

児
短

時
間

勤
務
（

週
2
0
時

間
）
を

9
ヶ

月
し

た
と

き
の

義
務

履
行

期
間

は
何

ヶ
月

に
な

り
ま

す
か

。
 

Ａ
１

 
9
ヶ

月
×

週
2
0
時

間
／

週
4
0
時

間
＝

4
.
5
ヶ

月
≒

5
ヶ

月
（

１
月

未
満

の
端

数
は

切
り

上
げ

）
 

と
な

り
ま

す
。

 

 Ｑ
２

 
育

児
短

時
間

勤
務

の
開

始
日

又
は

終
了

日
が

月
の

途
中

の
場

合
の

計
算

方
法

は
？

 

Ａ
２

 
例

え
ば

、
4
月

2
0
日

か
ら

9
月

6
日

ま
で

育
児

短
時

間
勤

務
を

し
た

と
き

は
、

月
数

と
し

て
は

6
ヶ

月
勤

務
し

た
も

の
と

み
な

し
ま

す
。

 

上
記

の
場

合
に

、
育

児
短

時
間

勤
務

（
週

2
5
時

間
）

を
し

た
と

き
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。
 

6
ヶ

月
×

週
2
5
時

間
／

週
4
0
時

間
＝

3
.
7
5
ヶ

月
≒

4
ヶ

月
（

１
月

未
満

の
端

数
は

切
り

上
げ

）
 

 Ｑ
３

 
育

児
休

業
か

ら
引

き
続

き
育

児
短

時
間

勤
務

を
し

た
場

合
の

計
算

方
法

は
？

 

Ａ
３

 
育

児
休

業
の

満
了

日
が

月
の

途
中

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
月

は
義

務
期

間
か

ら
控

除
さ

れ
ま

す
。
 

 
 

 
例

え
ば

、
育

児
休

業
を

1
0
月

1
1
日

か
ら

4
月

1
9
日

ま
で

取
得

し
、

そ
の

後
4
月

2
0
日

か
ら

9
月

6
日

ま
で

育
児

短
時

間
勤

務
（

週
2
5
時

間
）

を
し

た
と

き
は

、
4
月

は
育

児
休

業
が

満
了

し
た

日
の

属
す

る
月

で
あ

る
こ

と
か

ら
 
控

除
す

る
も

の
と

し
、

９
月

は
育

児
短

時
間

勤
務

の

終
了

日
が

月
の

途
中

で
あ

る
こ

と
か

ら
１

月
勤

務
し

た
も

の
と

み
な

し
ま

す
。

 

こ
の

場
合

の
義

務
期

間
は

 

 
 
 

 
 

4
ヶ

月
×

週
2
5
時

間
／

週
4
0
時

間
＝

2
.
5
ヶ

月
≒

3
ヶ

月
（

１
月

未
満

の
端

数
は

切
り

上
げ

）
 

 
 

 
 

3
月

（
5
月

か
ら

8
月

ま
で

の
換

算
月

数
）

＋
１

月
（

9
月

）
＝

4
月

 
と

な
り

ま
す

。
 

        【
問

い
合

わ
せ

先
】

 

 
大

分
県

地
域

医
療

支
援

セ
ン

タ
ー

 

 
 

 
〒

8
7
9
-
5
5
9
3
 

由
布

市
挾

間
町

医
大

ヶ
丘

１
－

１
 

 
 

 
T
E
L
 

0
9
7
-
5
8
6
-
6
3
0
6
 

 
F
A
X
 

0
9
7
-
5
8
6
-
6
3
0
7
 

 
E
-
m
a
i
l
 

c
h
i
-
r
y
o
u
@
o
i
t
a
-
u
.
a
c
.
j
p
 

 
大

分
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保
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大
分

市
大

手
町
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１
－

１
 

 
 

 
T
E
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9
7
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2
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F
A
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9
7
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6
-
1
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E
-
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a
i
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@
p
r
e
f
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o
i
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a
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g
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4

※
原

則
、

卒
後

３
年

目
は

地
域

勤
務

１
～

２
年

目
３

年
目

４
年

目
５

年
目

６
年

目
７

年
目

８
年

目
９

年
目

例 １

大
分

大
学

又
は

協
力

病
院

連
携

施
設

（地
域

）
【地

域
勤

務
】

連
携

施
設

（
地

域
）

【地
域

勤
務

】

大
分

大
学

(基
幹

施
設

)
サ

ブ
ス

ペ
研

修
施

設
サ

ブ
ス

ペ
研

修
施

設

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は
診

療
所

例 ２

大
分

大
学

又
は

協
力

病
院

連
携

施
設

（地
域

）
【地

域
勤

務
】

大
分

大
学

(基
幹

施
設

)
連

携
施

設
大

分
大

学
等

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は
診

療
所

※
サ

ブ
ス

ペ
シ

ャ
リ

テ
ィ

専
門

医
を

取
得

し
な

い
場

合
※

専
門

研
修

は
、

義
務

期
間

中
ど

の
タ

イ
ミ

ン
グ

で
取

る
こ

と
も

可
能

１
～

２
年

目
３

年
目

４
年

目
５

年
目

６
年

目
７

年
目

８
年

目
９

年
目

例 ３

大
分

大
学

又
は

協
力

病
院

連
携

施
設

（地
域

）
【地

域
勤

務
】

連
携

施
設

（
地

域
）

【地
域

勤
務

】

大
分

大
学

(基
幹

施
設

)
サ

ブ
ス

ペ
研

修
施

設
サ

ブ
ス

ペ
研

修
施

設

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

例 ４

大
分

大
学

又
は

協
力

病
院

連
携

施
設

（地
域

）
【地

域
勤

務
】

大
分

大
学

(基
幹

施
設

)
連

携
施

設
大

分
大

学
等

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

※
サ

ブ
ス

ペ
シ

ャ
リ

テ
ィ

専
門

医
を

取
得

し
な

い
場

合
※

専
門

研
修

は
、

義
務

期
間

中
ど

の
タ

イ
ミ

ン
グ

で
取

る
こ

と
も

可
能

※
大

分
・
別

府
以

外
の

地
域

の
連

携
施

設
で

専
門

研
修

を
行

う
場

合
は

、
地

域
勤

務
と

し
て

カ
ウ

ン
ト

可
※

専
門

研
修

を
地

域
の

連
携

施
設

で
行

う
こ

と
で

、
必

要
な

症
例

経
験

を
バ

ラ
ン

ス
よ

く
積

む
こ

と
が

で
き

、
義

務
期

間
内

　
　

に
サ

ブ
ス

ペ
シ

ャ
ル

領
域

の
専

門
研

修
を

行
う

こ
と

も
可

能

※
※

大
分

・別
府

以
外

の
地

域
の

連
携

施
設

で
専

門
研

修
を

行
う

場
合

は
、

地
域

勤
務

と
し

て
カ

ウ
ン

ト
可

※
専

門
研

修
を

地
域

の
連

携
施

設
で

行
う

こ
と

で
、

義
務

期
間

内
に

サ
ブ

ス
ペ

シ
ャ

ル
領

域
の

専
門

研
修

を
行

う
こ

と
　

　
も

可
能

臨
床

研
修

地
域

勤
務

（
４

年
間

）
専

門
研

修
（
３

年
間

）

専
門

研
修

（
３

年
間

）
臨

床
研

修
地

域
勤

務
（
４

年
間

）

大
分

大
学

医
学

部
地

域
枠

医
師

キ
ャ

リ
ア

形
成

プ
ロ

グ
ラ

ム

外
科

系
モ

デ
ル

コ
ー

ス

内
科

系
モ

デ
ル

コ
ー

ス

専
門

医
取

得

専
門

医
取

得

専
門

医
取

得

専
門

医
取

得

内
科

専
門

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム

内
科

専
門

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
内

科
系

サ
ブ

ス
ペ

シ
ャ

リ
テ

ィ
専

門
研

修

地
域

勤
務

（
４

年
間

）

外
科

専
門

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム

外
科

専
門

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム

地
域

勤
務

（
４

年
間

）

外
科

系
サ

ブ
ス

ペ
シ

ャ
リ

テ
ィ

専
門

研
修

サ
ブ

ス
ペ

専
門

医
取

得

サ
ブ

ス
ペ

専
門

医
取

得

地
域

勤
務

（
３

年
間

）

地
域

勤
務

（
３

年
間

）

入
局

4年
目

～

入
局

4
年

目
～

入
局

4年
目

～

入
局

4
年

目
～

地
域

医
療

コ
ー

ス
（標

準
的

な
勤

務
パ

タ
ー

ン
）
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１
～

２
年

目
３

年
目

４
年

目
５

年
目

６
年

目
７

年
目

８
年

目
９

年
目

例 ５

大
分

大
学

又
は

協
力

病
院

連
携

施
設

（地
域

）
【地

域
勤

務
】

連
携

施
設

)
大

分
大

学
(基

幹
施

設
)

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は
診

療
所

１
～

２
年

目
３

年
目

４
年

目
５

年
目

６
年

目
７

年
目

８
年

目
９

年
目

例 ６

大
分

大
学

又
は

協
力

病
院

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

大
分

大
学

(基
幹

施
設

)
連

携
病

院
連

携
病

院

１
～

２
年

目
３

年
目

４
年

目
５

年
目

６
年

目
７

年
目

８
年

目
９

年
目

例 7

大
分

大
学

又
は

協
力

病
院

連
携

施
設

（地
域

）
【地

域
勤

務
】

大
分

大
学

(基
幹

施
設

)
大

分
大

学
(基

幹
施

設
)

大
分

大
学

(基
幹

施
設

)
大

分
大

学
(基

幹
施

設
)

へ
き

地
病

院
又

は

診
療

所

へ
き

地
病

院
又

は
診

療
所

【
専

門
研

修
指

定
医

療
機

関
】

【
地

域
勤

務
指

定
医

療
機

関
】

専
門

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム

研 修 ４ ～ ５ 年 目

専
門

研
修

（
３

年
間

）
臨

床
研

修
地

域
勤

務
（
４

年
間

）

そ
の

他
の

診
療

科
（
内

科
系

、
外

科
系

以
外

）
の

モ
デ

ル

専
門

医
取

得

専
門

研
修

（
３

年
間

）
臨

床
研

修
地

域
勤

務
（３

年
間

）

専
門

医
取

得

専
門

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム

総
合

医
と

し
て

地
域

勤
務

総
合

医
又

は
専

門
医

と
し

て
地

域
勤

務

入
局

前
に

先
に

地
域

勤
務

に
従

事
す

る
モ

デ
ル

コ
ー

ス

入
局

※
専

門
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
期

間
は

診
療

科
に

よ
っ

て
異

な
り

ま
す

。
※

専
門

医
の

取
得

時
期

は

診
療

科
に

よ
っ

て
異

な
り

ま
す

。

※
研

修
期

間
、

専
門

医
取

得
時

期
は

診
療

科
に

よ
っ

て
異

な
り

ま
す

。

大
分

大
学

医
学

部
附

属
病

院

大
分

県
立

病
院

新
別

府
病

院

大
分

県
厚

生
連

鶴
見

病
院

大
分

中
村

病
院

へ
つ

ぎ
病

院

国
東

市
民

病
院

杵
築

市
立

山
香

病
院

豊
後

大
野

市
民

病
院

中
津

市
民

病
院

南
海

医
療

セ
ン

タ
ー

大
分

県
済

生
会

日
田

病
院

臼
杵

市
医

師
会

立
コ

ス
モ

ス
病

院

津
久

見
市

医
師

会
立

津
久

見
中

央
病

院

竹
田

医
師

会
病

院

宇
佐

高
田

医
師

会
病

院

佐
賀

関
病

院

長
門

記
念

病
院

佐
伯

中
央

病
院

大
久

保
病

院

高
田

中
央

病
院

国
東

市
民

病
院

杵
築

市
立

山
香

病
院

豊
後

大
野

市
民

病
院

中
津

市
民

病
院

南
海

医
療

セ
ン

タ
ー

大
分

県
済

生
会

日
田

病
院

臼
杵

市
医

師
会

立
コ

ス
モ

ス
病

院

津
久

見
市

医
師

会
立

津
久

見
中

央
病

院

竹
田

医
師

会
病

院

宇
佐

高
田

医
師

会
病

院

佐
賀

関
病

院

長
門

記
念

病
院

佐
伯

中
央

病
院

大
久

保
病

院

高
田

中
央

病
院

市
町

村
が

設
置

す
る

へ
き

地
診

療
所

大
分

大
学

附
属

病
院

及
び

へ
き

地
医

療
拠

点
病

院

大
分

市
、

別
府

市
を

除
く
へ

き

地
医

療
拠

点
病

院
及

び
公

立
へ

き
地

診
療

所

注
派

遣
先

の
調

整
に

支
障

を
来

す
場

合
は

、
二

次
救

急
医

療
を

担
う

病
院

（
大

分
市

・
別

府
市

に
所

在
す

る
病

院
は

除
く
。

）
を

指

定
医

療
機

関
と

し
て

取
り

扱
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

入
局

4年
目

～

※
希

望
す

る
診

療
科

で
の

地
域

勤
務

が
難

し
い

場
合

、
総

合
医

と
し

て
義

務
期

間
内

の
最

初
に

地
域

勤
務

に

従
事

し
、

義
務

期
間

内
後

半
又

は
義

務
明

け
後

（専
門

研
修

期
間

が
４

年
以

上
の

場
合

）
に

効
率

よ
く
希

望

す
る

診
療

科
の

専
門

医
取

得
を

目
指

す
。

地
域

勤
務

（２
年

間
）

臨
床

研
修

専
門

研
修

（４
年

間
）

地
域

勤
務

（
1年

間
）

特
定

診
療

科
コ

ー
ス

6

別紙２

氏　　　名 卒業年月 年　　　　　　月

年

１・２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

（Ｒ　　・　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　）

　専門研修、
　地域勤務
　の予定

①　専門研修で、大分市、別府市以外の地域（以下「地域」という。）の連携施設での研修を希望する場合は、具体的な市町村名又は医療圏名を記載

（具体的に決まっていない場合は、単に「地域」のみを記載）　

②　専門研修を地域の連携施設で行う場合、その期間を地域勤務にカウントすることが可能

③　地域勤務は、希望する市町村名又は医療圏名があれば記載してください。

講座の長又は医局長の確認 印

特定診療科コースを希望する （希望する場合は☑をしてください）

卒後年数

（令和　　年度）
備考

※小児科・産婦人科・救急科・整形外科を専攻する場合

専攻する診療科名
（医局名）

専攻する専門研修
プログラムの期間

キャリア形成プログラム

（注）

初期臨床研修 【地域勤務】

（希望勤務地又は

希望病院名）

7
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別紙２

氏　　　名 ○○　　○○ 卒業年月 令和５ 年　　　　3月

△△内科 3 年

【記載例】

１・２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目

（　Ｒ５・６　） （Ｒ７） （Ｒ８） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１） （Ｒ１２） （Ｒ１３）

研修、地域勤
務の予定

大学院進学
等の希望が
あれば記載

①　専門研修で、大分市、別府市以外の地域（以下「地域」という。）の連携施設での研修を希望する場合は、具体的な市町村名又は医療圏名を記載

（具体的に決まっていない場合は、単に「地域」のみを記載）　

②　専門研修を地域の連携施設で行う場合、その期間を地域勤務にカウントすることが可能

③　地域勤務は、希望する市町村名又は医療圏名があれば記載してください。

専攻する診療科名
（医局名）

専攻する専門研修
プログラムの期間

卒後年数
（令和４年度）

備考

※小児科・産婦人科・救急科・整形外科を専攻する場合 特定診療科コースを希望する （希望する場合は☑をしてください）

【専門研修を「地域」で行うメリット】

①地域での専門研修の期間を地域勤務にカウントできるため、その年数分を

サブスペ研修等に充てることが可能

②内科の場合、地域の病院は診療科間の垣根が低いことが多く、症例が特定

の専門分野に偏ることなく、バランスよく症例を集めやすい。

キャリア形成プログラム

専門研修

サブスペ研修（大学病院等）

地域勤務（●●市）

（希望勤務地又は

希望病院名）

○○○病院

（地域：○○市）

初期臨床研修

専門医

取得

（注）

【地域勤務】

8

※義務期間11年の場合 別紙２

氏　　　名 卒業年月 年 月

年

１・２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目 １１年目

（Ｒ　　・　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　） （Ｒ　　　）

専門研修、
地域勤務の
予定

①　専門研修で、大分市、別府市以外の地域（以下「地域」という。）の連携施設での研修を希望する場合は、具体的な市町村名又は医療圏名を記載

（具体的に決まっていない場合は、単に「地域」のみを記載）　

②　専門研修を地域の連携施設で行う場合、その期間を地域勤務にカウントすることが可能

③　地域勤務は、希望する市町村名又は医療圏名があれば記載してください。

卒後年数

（令和○年度）

備考

講座の長又は医局長の確認 印

専攻する専門研修
プログラムの期間

（希望する場合は☑をしてください）特定診療科コースを希望する※小児科・産婦人科・救急科・整形外科を専攻する場合

専攻する診療科名
（医局名）

キャリア形成プログラム

（注）

初期臨床研修【地域勤務】

（希望勤務地

又は

希望病院名）

9
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